各位

飯田市立病院

飯田市立病院 敷地内全面禁煙について

○　趣旨

　　　病院は何よりも健康を考えなければならない社会的施設であり、地域住民の健康を守ることを使命としており、病気の治療はもとより、病気の予防にも積極的に関わることが重要です。

　　　喫煙は健康に及ぼす影響が大きく、肺がんをはじめとする多くのがん、脳卒中、心筋梗塞など様々な病気を引き起こす重大な要素と指摘されています。

　　　そこで、「地域がん診療連携拠点病院」に指定されている当病院としては、率先して敷地内を全面禁煙し啓発に取り組むことにより、一人でも多くの方が禁煙の必要性を理解し、より健康的な生活を始めるきっかけとしたい。

○　これまでの状況

　　　たばこは吸わない家族や周辺の人にも、喫煙者と同じように健康に悪影響を及ぼすことから、平成１５年に健康増進法が制定され、多くの人が利用する社会的、公共的施設では施設利用者に対し受動喫煙防止策を取ることが義務づけられました。

　当病院では、受動喫煙の防止を図るため施設内を全面禁煙とし、屋外に喫煙所を設置して敷地内分煙を行ってきました。

○　実施時期　

　　平成２１年９月１日（火）から

○　対象者

　　患者様、家族、お見舞いの方、病院職員も含め、全ての来院者が対象です。

○　敷地内とは

　　　建物内はもとより、駐車場・歩道等を含め病院敷地内全体をさします。

※バス停前喫煙所などの現在の喫煙所は廃止します。

· 問い合わせ先　飯田市立病院　施設課　０２６５－２１－１２５５（内線２２１２）

